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 内閣府地方創生推進事務局「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係政令の整備に関する政令（案）」意見募集担当 様 

 

「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う 

関係政令の整備に関する政令（案）」に関する意見  

 

団体名、担当者名 特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク 

担当：旗手明、安藤真起子 

住 所 
〒110-0005東京都台東区上野１－１２－６ 国際宝石会館３階 

電話番号  03-3837-2316 

FAX番号  03-3837-2317 

電子メールアドレス  smj@migrants.jp 

 

《意見》 

 １．はじめに 

 本件政令案に関する意見募集は、１週間ほどの極めて短い期間で実施された。しかし、当団体が意見

を述べようとする「農業支援外国人受入事業」については、その指針案が同時期にパブリックコメント

に付され、１ヶ月の募集期間がおかれている。「農業支援外国人受入事業」については、本件政令案のみ

ならず指針案と相俟って検討されるべきところ、本件政令案のみ短い期間で実施されたことは極めて不

適切であったと言わなければならない。 

 

２．政令案第１９条について 

＜意見＞ 

 本条２号に規定する「陳列又は販売」の作業を削除すべきである。 

＜理由＞ 

 本条は法第１６条の５第１項に定める「農業支援活動」の定義に関わり「付随作業」を定めるものであ

るが、示された政令案は「農作業」を中核とする「農業支援活動」の範囲を無限定にしかねない極めて広

範な作業を含むものとなっている。従って、「農作業」と一定の密接な関係を有する作業に限定すべきで

あり、少なくとも本条２号に規定する「陳列又は販売」の作業を削除すべきである。 

 また、「家事支援外国人受入事業に係る解釈」で示されているように、「付随作業」に従事する時間を

「各月の就業時間の３割以下にとどまること」とするなど、時間的上限を設けるべきである。 

 

３．政令案第２０条について 

 本条は「農業支援外国人」の要件を定めるものであるが、本条２号にいう「必要な知識及び技能」が具

体的にどのようなことをさすのか、また、本条３号にいう「必要な日本語の能力」がどのようなレベルを

要するのか、本条だけでは明らかではない。そこで、「家事支援外国人受入事業に係る解釈」と同様に

「農業支援外国人受入事業に係る解釈」が出されることを想定して、以下に意見を述べる。 

（１）本条２号「必要な知識及び技能」に関して 
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 今年の通常国会における政府答弁では、「農業支援外国人」は、「強い農業の実現のため、経営規模の

拡大、多角化・高度化に対応できる即戦力」として、「専門知識・経験を有する熟練作業者として、現場

の状況に応じて作業手順を自ら考え、施肥や農薬散布等の栽培管理、収穫・出荷調整等の作業が行える

者」とされた。そして、「知識経験は、農業機械の操作、農薬の取扱い、施肥設計、土壌の種類の判断な

ど農作業に必要不可欠な項目について、試験などで一定以上のレベルであることを評価確認する方向で

検討する」とされていた。 

 従って、「必要な知識及び技能」に関する試験がどのように実施されるのかが問題となる。この点に関

する「解釈」がどう示されるかが重要であり、「解釈」に関してもパブリックコメントが行われるべきも

のと考える。 

（２）本条３号「必要な日本語の能力」に関して 

 「家事支援外国人受入事業に係る解釈」においては、日本語能力試験のN４程度が必要とされている。

「農業支援外国人」においては、「即戦力」あるいは「専門知識・経験を有する熟練作業者」として想定

されているのであるから、少なくとも「家事支援外国人」を超える日本語能力が必要と考える。 

（３）技能実習との関係について 

 今年の通常国会における政府答弁では、「農業支援での受入れと技能実習とは、目的も対象となる外

国人材も明らかに異なる」とされながら、「技能実習を修了して帰国した者も含まれ得るが、少なくとも

技能実習修了後、１年以上は母国で農業に従事して技能移転等を図ることが、基本となるのではないか」

とされた。 

 技能実習制度の技能移転という目的を失わせないためにも、技能実習修了後、母国で１年以上、実際

に農業に従事したことを要件とすべきである。また、技能実習２号修了時に受験する技能検定３級に合

格していることのほか、農業支援外国人に課される知識・経験の評価に関する試験の合格も要件とされ

るべきである。 

 

４．政令案第２１条について 

＜意見＞ 

 本条は「特定機関」に関わる基準を定めるものであるが、本条３号の「農業支援外国人受入事業を適正

かつ確実に遂行するために必要な能力が十分であること」との記載を、「農業支援外国人受入事業を農

業の特性を踏まえて適正かつ確実に遂行するために必要な能力が十分であること」とすべきである。 

＜理由＞ 

 「特定機関」に関しては、「農業支援外国人受入事業に関する指針案」で明記されているように労働者

派遣事業者が予定されているところ、派遣事業者の多くは農業部門での経験が少ないと思われる。しか

し、農業はその性質上天候等の自然条件に左右されるほか、就労場所も散在しており、派遣事業者によ

る管理もかなりの困難が想定される。従って、単に派遣事業者としてだけではなく、農業分野で必要と

される能力を有する者とすべきである。 

以 上 


